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附
属
書
三
（
第
三
章
関
係
）

原
産
地
証
明
書
の
必
要
的
記
載
事
項

１

輸
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
国
名

２

輸
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
国
名

３

証
明
番
号

４

産
品
の
原
産
国

５

仕
入
書
の
番
号
及
び
日
付

６

輸
送
手
段
の
詳
細
（
判
明
し
て
い
る
場
合
）

７

統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号

８

記
号
、
番
号
、
包
装
の
個
数
及
び
種
類
並
び
に
品
名

９

数
量
（
単
位
）

原
産
性
の
基
準

10

備
考
（
例
え
ば
、
僅
少
の
非
原
産
材
料
、
累
積
に
係
る
規
定
の
適
用
）

き
ん

11



550

輸
出
者
の
申
告

12

証
明

13

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
一
六
類
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
登
録
簿
へ
の
登
録
に
よ
り
漁
獲
す
る
こ
と
を
認
め
ら

14
(a)

れ
た
漁
船
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
材
料
並
び
に
当
該
漁
船
の
船
名
、
登
録
番
号
及
び
国
籍
（
当
該
材
料
が
産
品
の
生
産
に
使

用
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
一
八
類
又
は
第
二
〇
類
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国

(b)
の
材
料
及
び
当
該
第
三
国
の
国
名
（
当
該
材
料
が
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
他
方
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸

(c)
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
の
材
料
、
当
該
他
方
の
締
約
国
又
は
当
該
第
三
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
工
程
又
は
作
業

及
び
当
該
他
方
の
締
約
国
又
は
当
該
第
三
国
の
国
名
（
当
該
材
料
が
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）


